
  

 

1 

令和８年度長岡市電話催告業務委託仕様書 

   

１ 委託業務名 

令和８年度長岡市電話催告業務 

 

２ 業務の目的 

長岡市（以下「甲」という。）は、収納対策強化の一環として、民間での対応が可能な

業務について、受託者（以下「乙」という。）に委託することで、重点的に早期の自主納

付の呼びかけ等を実施することにより、早期納付の促進、納税意識の啓発及び累積滞納

の抑止を図ることで、納税の公平性を確保するとともに、収納率の向上による健全な財

政運営に資することを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  契約日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 業務履行場所 

  受託業者事務所内 

 

５ 業務内容 

（１） 架電対象者（初期滞納者、長期・高額滞納者、分納不履行者）への電話による納付

勧奨業務（折り返し電話への対応を含む） 

（２） ショートメッセージサービス（以下「ＳＭＳ」という。）による納付勧奨業務 

（３）（１）（２）の業務に係る内容の記録及び報告書等の作成 

（４）センターの設備整備及び管理運営 

（５）業務マニュアル（トークスクリプト、ＦＡＱを含む）の作成等、業務遂行のため甲

が必要と認める業務 

 

６ 業務実施期間 

（１）センター開設準備期間 

   契約日から令和８年７月３１日まで 

（２）業務実施期間 

ア 電話による納付勧奨業務（折り返し電話への対応を含む） 

 (ア) 期間  

令和８年８月から令和９年３月までの毎月第３週以降の約１０日間。ただし、

甲が個別に指示した日は除く。 

   (イ) 実施可能日及び時間 
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  平日 午前９：００から午後８：００まで 

土日祝日 午前９：００から午後５：００まで 

架電対象件数、時間帯・曜日ごとの通話率等を考慮して、初回は平日日中に行

い、２回目以降は最も効果的な日時で実施し、毎月土日祝日は１日以上実施する

ものとする。（折り返し電話への対応を含む） 

   (ウ) その他 

本業務実施期間内は、毎月納付勧奨業務を実施することとするが、やむを得ず

乙が業務を遂行することができない月が生じた場合には、甲に状況を報告のうえ

許可を得ることとする。 

イ ＳＭＳによる納付勧奨業務 

  毎月の電話による納付勧奨業務において連絡のとれなかったもの等、甲の指定す

るものに対し月１回から２回の送信を実施するものとする。 

 ＳＭＳの送信日時は、甲の指定する日時とする。 

 

７ 業務体制等 

（１）管理者 

   本委託業務の履行及び甲との連絡・報告等の業務を円滑に行うため、業務に必要な

知識及び技能を有するとともに、関係法令及び業務の重要性を十分理解した同業務ま

たは類似業務の従事経験が３年以上ある運営管理者兼業務責任者（以下「管理者」と

いう。）を１名配置すること。 

（２）オペレータ 

   納付勧奨業務を行うオペレータとして、適切な研修を受けた、専門的な技術・業務

経験・ノウハウを有する者、かつ、同業務または類似業務の従事経験が１年以上ある

オペレーターを配置すること。 

（３）本委託業務従事者の適正 

   本業務の従事者の選任にあたっては、流暢な日本語で対応できる者で、かつ、本業

務に係る「契約書」及び「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守できる者を

その条件とする。 

 

８ 管理者の職務  

 本業務における管理者の職務は次のとおりとする。 

（１） オペレータの指導及び指揮統括、業務進行管理等  

（２） 対象者からの受電及びクレーム対応  

（３） 業務従事者の運用・管理等  

（４） 本業務における個人情報の管理  

（５） オペレータの研修計画の策定及び実施  

（６） オペレータの架電状況（ＳＭＳを含む）の把握及び苦情対応  
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（７） 業務実施計画の立案及び業務報告書（日報、月報）の作成、提出  

（８） 甲との業務内容に関する調整 

（９） その他、本業務履行全般における管理 

 

９ オペレータの職務 

 本業務におけるオペレータの職務は次のとおりとする。 

（１） 電話による納付勧奨業務（不在者からの折り返し電話の対応等を含む） 

市税の滞納者及び分割不履行者に対し架電による納付勧奨及び返電に対応する。 

（２） ＳＭＳによる納付勧奨業務 

 市税の滞納者に対しＳＭＳによる納付勧奨を行う。 

（３） 応答の結果、分割納付の希望、納税拒否、課税内容についての疑義等がある場合、

指定する職員への連絡業務 

（４） 対応経過入力業務 

  応答の有無に関わらず、全ての架電結果（折衝内容等）について、情報システム端

末機器に記録する。 

 

10 業務内容の詳細 

 （１）納付勧奨対象者（架電対象者、ＳＭＳ送信対象者）及び件数 

   初期滞納者及び長期・高額滞納者、分納不履行者を電話勧奨対象者とし、本業務期

間における想定架電件数は３，２００件、ＳＭＳ送信件数は５，６００件とし、接触

率は５５％以上、納付了承率１０％以上を目標とする。 

 （２）勧奨対象者のデータチェック 

   契約期間内の対象者をデータチェックし、収納データや過去の電話催告データから

電話催告等に相応しくないと考えられるものを実施前に甲に報告する。 

（３）ＳＭＳの送信 

  ＳＭＳの送信は、毎月の電話による納付勧奨業務において連絡のとれなかったもの

等、甲の指定するものに対し、甲の指定する日時に実施する。 

（４）納付勧奨の完了 

   架電対象データに登録されている全ての電話番号（架電対象１案件につき最大２番

号）に架電し、架電回数は１番号につき最低３回とする。ただし、架電回数が３回に

満たなくても、次の項目に該当したときは架電業務が終了する。  

ア 架電対象者本人が応答した場合は、トークスクリプトによる納付勧奨を実行し、

トークスクリプトに示された完了をもって当該案件について業務完了とする。 

なお、トークスクリプトを完了できない場合は、業務完了とはならない。 

イ 架電対象者以外の者が応答した場合は、架電対象者と同一世帯の者（配偶者等）

であることを確認したうえで、応答者から「用件は自分が聞く」等の申し出があっ

た場合に限り、上記アと同様の対応をもって当該案件について業務完了とする。 
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  ウ 架電対象者が、対話しない旨の意思表示がなされ、社会通念上、再度架電するこ

とが困難と判断された場合や、対話者が一方的な主張を繰り返す等によりトークス

クリプトを完了できずに通話が終了し、再度架電することが困難と判断される場合

は、当該案件について業務完了とすることができる。 

  エ 応答者からの聞き取り等により、架電対象者が長期不在等で当該月の架電期間内

に電話に応答することができないことが判明した場合や、架電対象者が架電先に居

住していないことが判明し、架電対象者の架電先の指定を受けられなかった場合は、

当該案件について業務完了とすることができる。 

オ 架電対象データの電話番号が、他人宅に繋がった場合や、電話取り外しやＦＡＸ

回線等により使用不可の場合は、当該番号について業務完了したものとみなす。 

  カ 架電し、架電対象者の応答が得られない場合は、有効な応答が得られるよう、架

電日・架電時間を変更して架電し、３回架電してもなお、納付勧奨の完了項目に該

当しない場合は、当該案件について業務完了とする。 

  キ 折り返し電話については、対話者の確認を行ったうえで、上記ア・イに該当する

場合に、当該案件について業務完了とする。 

  ク 契約期間内に同一番号に架電し、留守電等本人と接触ができない結果が前回同様

であった場合、２回の架電をもって業務完了とする。 

  ケ 甲が架電を停止するよう指示した案件については、業務完了したものとみなす。 

   上記納付勧奨完了の項目の内容は、甲乙協議により追加及び変更ができるものとす

る。 

（５）納付勧奨の不完了 

   架電し、次の項目に該当する場合は、架電日・架電時間を変更し、再架電するもの

とする。 

ア 呼び出し音３５秒以上の呼び出しを行うも、応答がない場合 

イ 留守番電話が応答した場合 

 メッセージが登録できる場合は、トークスクリプトに示されたメッセージを登録

する。 

ウ 料金未払等により一時的な通話不能の場合 

エ 架電対象者以外の者が応答し、架電対象者が不在の場合で、架電対象者の在宅時

間等を確認する等ができなかった場合 

ただし、在宅時間等が確認できた場合は、指定時間に再架電する。 

また、在宅時間等が３回目の架電で確認できた場合は、その指定時間が、当該月

の架電期間内である場合は、指定時間に再架電し、当該月の架電期間外である場合

は、架電結果に記録し、甲にエスカレーションする。 

上記納付勧奨不完了の項目の内容は、甲乙協議により追加及び変更ができるものと

する。 

（６）架電期間外及び時間外の対応 
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   前記の６（２）に定める時間帯以外で折り返し電話があった場合は、音声ガイドに

よる案内等を実施する。 

（７）管理運営 

   乙は、本件業務を確実で効率的に実施するための業務体制を確立すること。 

また、管理運営にあたり、情報セキュリティに係る事故が発生しないよう万全な措

置を講ずること。 

 

11 架電対象データ等について 

（１）甲が、架電対象データのレイアウトを指定する。 

（２）架電対象データ等の収受、運搬方法は、甲乙協議のうえ決定するものとする。ただ

し、利用に係り費用が発生する場合は乙が負担するものとする。 

（３）データの収受、運搬及び保管は、乙が事前に指定し、甲に報告した者のみが行うも

のとし、情報セキュリティに係る事故が発生しないよう万全な措置を講ずること。 

（４）情報システム内の架電対象者及び業務結果データは、業務終了後に復元不可能な方

法で削除するものとする。 

 

12 業務結果の報告等 

（１）日次報告 

  乙は、業務実施日毎に電話応対件数及び応対結果別の件数、架電対象者との接触結

果、応対内容等を翌開庁日（以下、開庁日には土日祝日を含めない）の１２：００ま

でに甲に報告する。 

  乙は、ＳＭＳを送信した場合、その結果を送信後３開庁日以内に甲に報告する。 

（２）月次報告 

乙は、架電期間終了後の翌開庁日の日次報告と同時に、連絡のとれなかった架電対

象者をＳＭＳ送信候補者として甲に報告する。 

乙は、毎月の架電期間終了後３開庁日以内に、上記（１）を業務実施月単位で集計

したものを電子データで作成のうえ甲に提出する。 

乙は、委託料の請求と同時に、上記（１）を業務実施月単位で集計したものに加え、

接触率、納付了承率、折り返し電話対応の件数等をまとめた業務結果報告書を甲に提

出する。 

（３）その他 

上記（１）、（２）の成果物の様式、提出方法等の詳細については、別途甲の指示す

るものとする。 

13 本業務を履行するための施設及び機器等 

  乙は、業務を実施する前までに、本業務を適正に履行するための履行場所（執務室）

及び業務履行のために使用する機器等を整備すること。また、設備は、次の要件を充た

すものとし、事前に甲の承認を受けること。 
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（１）執務室 

  ア 出入り口にパスワード、ＩＣ認証カード等で管理される施錠システムがあること。 

  イ 室外に通話音声が漏れない構造であること。 

  ウ 甲が指定する者が、執務状況を確認できる環境であること。 

（２）電話設備 

  ア 架電対象データを基に自動発信により架電できる設備であること。 

イ 本業務期間中、２電番以上の同一の専用電話番号を設けること。 

  ウ 番号通知にて架電できること。 

  エ 折り返し電話が重複した場合には、折り返し電話が待機状態となるようにしたう

えで、メッセージ等で対応できること。また、待機状態が解消した場合には、直ち

にオペレータ等に接続できる仕組みであること。 

  オ 甲の指示する場合には、甲が別途指定する応答メッセージを設定できること。 

（３）ＳＭＳの仕様等 

ア 効率的にＳＭＳを送信する機器、あるいはアプリケーションソフト及びそれらを

利用するインターネット回線を設けること。 

イ ＳＭＳ設備は国内の携帯キャリアと直接接続されたネットワークで構築されてい

ること。 

ウ 送信したＳＭＳに表示される発信者番号（送信元番号）は、長岡市が指定する電

話番号を表示すること（携帯キャリアにより制約がある場合を除く）。 

エ ７０文字以上のメッセージを送信可能であること。 

オ ＦｉｒｅｗａｌｌによるＩＰアドレスでのアクセス制限を実施していること。 

カ ＩＤＳによる攻撃検知を実施していること。 

キ ＷＡＦによるＷｅｂアプリケーションを防御するファイアウォールを実施してる

こと。 

ク 送信先携帯番号がどの携帯キャリアでＳＭＳを受け取ったか判定する機能を有す

ること。 

ケ 送信先携帯番号の履歴を判定し、契約者変更の可能性がある場合には、自動的に

ＳＭＳ送信を中止する機能を有すること。 

（４）個人情報を取り扱う情報端末機器等 

   個人情報及び納税促進業務の中で収集する個人情報を適切に取り扱うための情報シ

ステムは、個人情報保護に万全の措置がなされているものであることとし、また、次

の要件を充たしたものとすること。 

なお、個人情報の取扱いは、甲が事前に承認した場合を除き、情報システム内での

取扱いに限定すること。 

  ア 端末セキュリティソフトウェアを用いる等により、ＵＳＢメモリ等の外部記録メ

ディアやプリンターを接続しても認識されないよう設定されていること。ただし、

甲が事前に許可した外部記録媒体においてはこの限りではない。 
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イ アクセス制限機能を持ち、情報システムへのログインにあたり、ＩＤ・パスワー

ドの入力を必要とすること。 

  ウ 情報システムへのアクセスログが記録されること。 

（５）その他 

   乙は、本業務で使用する情報システム機器等（ソフトウェアを含む）の動作を保証

し、不具合が生じた場合は、甲に報告するとともに、できるだけ速やかに、乙の責任、

負担において、機器の交換、保守等を行うこと。 

   また、不具合の原因が不明等の理由により、速やかに復旧できないときは、一時的

にシステムによらず紙媒体による納付勧奨業務を行うなど、委託業務に影響が出ない

ようにすること。 

 

14 業務マニュアル等 

（１） 乙は、納付勧奨業務を開始する前までに本業務履行のための業務マニュアル、トー 

クスクリプト及びＦＡＱを作成し、甲の承認を得るものとし、当該業務マニュアルに

従って業務を行わなければならない。 

（２）乙は、次の場合、甲の承認を受けなければならない。 

  ア 業務マニュアルの使用を開始するとき。 

  イ 業務マニュアルを改訂するとき。 

  ウ 業務マニュアルを履行場所以外に持ち出すとき。 

  エ 業務マニュアルを複製するとき。 

  オ 業務マニュアルを本業務以外の業務で使用するとき。 

  カ 前各号については、委託期間終了後においても同様とする。 

（３）乙は、委託期間終了後、業務マニュアル（複製も含む）を甲に引き渡すこと。 

 

15 業務従事者への研修 

（１）乙は、納付勧奨業務を開始するまでに、本業務を円滑に行うために必要な業務分析

を行い、研修資料等を作成したうえで、業務従事者に対し、次の各号に留意した研修

を十分に行うこと。 

  ア 関係法令、業務マニュアルの内容等業務に必要な知識を習得させること。 

  イ 秘密の保持（守秘義務）及び個人情報の保護について理解させること。 

  ウ 電話対応能力を向上させること。 

（２）乙は、納付勧奨業務開始後においても、継続的に業務従事者の習熟度を検証し、常

に従事者の資質の確保及び向上に努めなければならない。 

 

16 情報セキュリティの確保 

（１）乙は、本業務の履行にあたっては、法令等を遵守するとともに、善良な管理者とし

ての注意を払う義務を有し、業務を行ううえで知り得た情報については、契約期間中
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はもとより契約期間終了後においても、いかなる理由があっても第三者に漏えいして

はならない。 

（２）乙は、本業務の履行にあたり、常に個人情報保護を強く念頭においた対応を行うと

ともに、個人情報の取扱いに関する特記仕様書を遵守する。 

   また、乙は、前項の義務の履行を担保するために、本業務に関わる全ての従事者よ

り、事前に甲の指定する書式による誓約書を徴し、写しを取り、原本を甲に提出しな

ければならない。 

（３）乙は、本業務の履行に関する秘密の保持について、退職した従事者に対しても責任

を負う。 

（４）乙は、執務室内への私物の持込みをさせてはならない。ただし、事前に甲の承諾を

得ているものはこの限りではない。 

（５）乙は、本業務において取扱う一切の個人情報の外部への持ち出し、目的外利用、複

製及び複写をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の指示又は承諾を得ているもの

はこの限りではない。 

（６）乙は、本業務の履行にあたり、個人情報の漏えい、改ざん、滅失等が行われないよ

う適切に管理し、万が一これらが発生した場合に実施すべき対応事項及び手順を事前

に定めること。 

（７）乙は、執務室内に部外者が立ち入れないよう入退室管理を徹底すること。 

（８）乙は、情報セキュリティに関する事故を防止するための体制について、システム的

な対応を含め、甲に対し提案し、甲乙協議のうえ、必要な措置を講じなければならな

い。 

（９）乙は、甲との間で行われた打ち合わせ内容、甲から提供される資料・調査内容等の

うち甲が秘密として指定したものについても、個人情報に準じて取扱うものとする。 

 

17 その他 

（１）個人情報関係の損害保険への加入 

   乙は、納付勧奨業務の開始前までに、適切な個人情報関係の損害保険に加入しなけ

ればならい。 

（２）著作権等 

  ア 成果物に第三者が権利を有する著作権が含まれる場合、当該著作権の使用に係る

一切の手続きについて、乙の責任と負担において行うこと。この場合、当該権利の

使用に係る契約の内容については、事前に甲の承認を得ること。 

  イ 乙は、本業務に関し作成する成果物に対し、著作権法（昭和４５年法律第４８号）

に規定する権利を甲に無償で譲渡するものとし、成果物に関する著作権人格権の行

使をしないものとする。 

（３）費用負担 

   本委託契約に基づき甲が乙に支払う金員は、本契約に係る委託費のみであり、通信
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費・印刷費・運搬経費等の名目での別途請求は認めない。 

（４）本業務に関する仕様書、設計書、契約書、個人情報の取扱いに関する特記事項に定

めのない事項、又は疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い、甲乙が別途協議し

て定めるものとする。ただし、甲乙の協議が整わない場合は、乙は甲の指示に従うも

のとする。 


